
10月は村県民税3期の納期となっています。

お問い合わせ：健康保険課 ☎966-1217

３回目接種から５カ月経過した６０歳以上の方、医療従事者、基礎疾患をお持ちの方等で、
４回目接種をまだ受けていない方。

２回目接種を終えたけど、まだ３回目接種を受けていない方。 
※１０月半ば以降、順次２価ワクチンによる接種が可能となる見込みです。

３回目接種から５カ月経過した１２歳以上６０歳未満の方で、４回目接種をまだ受けていない方。
※１２歳以上６０歳未満の方へは順次接種券をお送りします。接種券がお手元に届きましたら、ぜひ接種のご検討をお願いします。

新型コロナワクチン予防接種のお知らせ

　本村においては、１０月初旬をめどに、オリジナル株とオミクロン株対応の２価ワクチンによる新型
コロナワクチン予防接種を実施予定です。 
　下記の方を対象に、順次接種を行う予定です。

　２価ワクチンの接種開始時期や、４回目接種の接種券発送時期等については、順次村ホーム
ページでお知らせします。右のQRコードから村ホームページの「新型コロナワクチン予防接種」
ページをご確認ください。

従来のワクチン
ファイザー社ワクチン
モデルナ社ワクチン
武田社ワクチン（ノババックス）

１・２回目接種 ３回目接種 ４回目接種
12歳以上が対象
12歳以上が対象
12歳以上が対象

12歳以上が対象
18歳以上が対象
18歳以上が対象

60歳以上が対象
60歳以上が対象
×（使用不可）

※上表は9月6日現在の情報です。広報10月号が発行された際に変更となる可能性があります。
　最新情報は上のQRコードの村ホームページからご確認ください。

オミクロン株対応ワクチン
ファイザー社２価ワクチン
モデルナ社２価ワクチン

１・２回目接種 ３回目接種 ４回目接種
×（使用不可）
×（使用不可）

12歳以上が対象
18歳以上が対象

12歳以上が対象
18歳以上が対象

オミクロン株対応ワクチンによる予防接種について

　「従来のワクチン」と新しく使用することとなった「オリジナル株とオミクロン株対応の２価ワクチン」に
ついては下記のとおりとなります。

各種ワクチンの対応について

納税は口座振替が便利です。
　手続き方法につきましては、税務課
までお問い合わせください。

お問い合わせ：税務課 ☎966-1206

5月31日 8月　1日 12月26日 令和5年2月28日固定資産税

5月31日軽自動車税
6月30日 8月31日 10月31日 令和5年1月31日村県民税

第1期 第2期 第3期 第4期

納め忘れに注意！
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